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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体内の空間を第１チャンバおよび第２チャンバに区画し、前記第１チャンバに蒸発器
を収容し、前記第２チャンバに凝縮器を収容し、前記蒸発器から導管を介して圧縮機によ
り冷媒を前記凝縮器に圧送することで冷媒を循環させ、前記第２チャンバに外気を導入し
て前記凝縮器内の冷媒を冷却し、一方、前記第１チャンバに冷却対象となる盤内の空気を
導入して前記蒸発器で冷却した空気を盤内に送風する盤用クーラにおいて、
　外気を前記凝縮器の周囲を通過させた後に前記第２チャンバから排気するための送風フ
ァンを前記凝縮器の上方および下方に、それぞれ設け、
　前記上方の第１送風ファンに対向する通気口に、排気の流れ方向を案内する横長の上案
内板を複数設け、
　前記下方の第２送風ファンに対向する通気口に、排気の流れ方向を案内する横長の下案
内板を複数設け、
　前記凝縮器に対向する通気口に、外気の流れ方向を案内する横長の中案内板を複数設け
、
　前記下方の第２送風ファンからの排気を案内する前記下案内板は外方に向って斜め下方
に傾斜していると共に、その外端部分が下方に向って折曲された縦部を形成し、
　一方、前記上方の第１送風ファンからの排気を案内する前記上案内板は外方に向って斜
め下方に傾斜していると共に、その外端部分が略水平方向に折曲された略水平部を形成し
ており、
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　前記上案内板のうちの最も下方の上案内板は上面において前記排気の流れを案内し、か
つ、下面においては前記排気を案内せずに前記外気の流れを案内し、
　前記上案内板のうちの最も下方の上案内板の外端部分が他の上案内板の外端部分よりも
外方に突出しており、
　前記上案内板のうちの前記最も下方の上案内板の外端部分の略水平部の先端に下方に向
って曲折された邪魔板部を連設して形成すると共に、前記上案内板のうちの前記最も下方
の上案内板を除く前記上案内板の前記略水平部の先端には前記邪魔板部が形成されていな
いことを特徴とする盤用クーラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、屋外に設置した制御盤などを冷却するのに適した盤用クーラに関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、圧縮機によって冷媒を蒸発器から導管を介して凝縮器に圧送することで冷媒を
循環させて蒸発器の周囲の空気を冷却し、冷却された空気を制御盤内に送風して制御盤内
を冷却する盤用クーラが知られている（たとえば、特公平３－１１１６２号公報参照）。
この種の盤用クーラでは、冷却対象である制御盤等が大きい場合があり、この場合、盤用
クーラについても大型仕様のものを採用する。かかる大型のタイプにおいては、凝縮器を
冷却するための送風ファンを凝縮器の上下に設けて風量を大きくしている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来は、上の送風ファンから排気した暖気が再び凝縮器の周囲に導入され、これ
が冷却能力を著しく低下させる原因となっている。
したがって、本発明の目的は、盤用クーラにおいて冷却能力を向上させることである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するために、本発明は、筐体内の空間を第１チャンバおよび第２チャンバ
に区画し、前記第１チャンバに蒸発器を収容し、前記第２チャンバに凝縮器を収容し、前
記蒸発器から導管を介して圧縮機により冷媒を前記凝縮器に圧送することで冷媒を循環さ
せ、前記第２チャンバに外気を導入して前記凝縮器内の冷媒を冷却し、一方、前記第１チ
ャンバに冷却対象となる盤内の空気を導入して前記蒸発器で冷却した空気を盤内に送風す
る盤用クーラにおいて、外気を前記凝縮器の周囲を通過させた後に前記第２チャンバから
排気するための送風ファンを前記凝縮器の上方および下方に、それぞれ設け、前記上下の
送風ファンおよび前記凝縮器に対向する通気口に、空気の流れ方向を案内する横長の上案
内板、中案内板および下案内板をそれぞれ複数設け、前記下案内板は外方に向って斜め下
方に傾斜していると共に、その外端部分が下方に向って折曲された縦部を形成し、一方、
前記上案内板は外方に向って斜め下方に傾斜していると共に、その外端部分が略水平方向
に折曲された略水平部を形成していることを特徴とする。
【０００５】
本発明において、「区画し」とは、第１チャンバ内の空気と第２チャンバ内の空気とが互
いに循環しない程度に区画するという意味である。
「圧縮機」は、一般に、第２チャンバに収容されているのが好ましい。しかし、本発明は
圧縮機の配設位置を限定するものではなく、たとえば、第１チャンバ内に配設されていて
もよい。
また、「盤」とは、いわゆる制御盤の他に、制御盤および操作部を設けたコントローラな
どを含む。
【０００６】
前記第２チャンバに取り込まれた外気は、前記凝縮器内の冷媒の熱エネルギーを吸収し排
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出される。一方、前記第１チャンバでは、盤内から取り込まれた暖気が、前記蒸発器内の
前記熱エネルギーを吸収された冷媒により、冷却されて再び盤内に送り込まれる。こうし
て、盤内を冷却することができる。
【０００７】
【発明の効果】
本発明によれば、斜め下方に向って傾斜した上案内板の外端部分が略水平方向に折曲され
ているので、凝縮器を冷却した暖気の一部は、前記上案内板に案内されて概ね水平方向に
排気される。そのため、この暖気が前記中案内板の間から再び第２チャンバ内に導入され
るおそれがない。したがって、凝縮器が冷却され易くなるから、冷却能力が著しく向上す
る。
【０００８】
特に、前記複数枚の上案内板のうちの最も下方の上案内板の外端部分を他の上案内板の外
端部分よりも外方に突出させたり、あるいは、略水平部の先端を下方に向って折曲して邪
魔板部を連設すれば、冷却能力が更に向上する。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態を図面にしたがって説明する。
図１は盤用クーラを示す。図１（ｂ）の側面断面図に示すように、盤用クーラ１は、たと
えば、制御盤３０の背面または側面に固定される。
【００１０】
まず、本盤用クーラ１による冷却システムについて簡単に説明する。
前記本盤用クーラ１は、区画壁８ａによって第１チャンバ９および第２チャンバ１０に区
画されている。前記第１チャンバ９内には蒸発器４が収容されており、第２チャンバ１０
内には圧縮機３および凝縮器６が収容されている。前記蒸発器４において気体となった冷
媒は、圧縮機３により導管５を介して凝縮器６に圧送され、さらに、凝縮器６からキャピ
ラリチューブ７に圧送されて循環される。
この際、冷媒は凝縮器６およびキャピラリチューブ７において、徐々に液化する。前記キ
ャピラリチューブ７は、極めて細い管からなる膨張弁（図示せず）を有している。冷媒は
該膨張弁から出て、蒸発器４内の比較的太い管内で低圧となって、再び気化することによ
り、蒸発器４の周囲の熱を奪い、周囲温度を低下させる。
【００１１】
したがって、冷却ファン１３により、制御盤３０内の暖気Ａｗが蒸発器４を通して第１チ
ャンバ９内に吸い込まれると、暖気Ａｗが該蒸発器４によって冷却され、該冷却された冷
気Ａｃが制御盤３０内に送り込まれる。一方、凝縮器６の上方および下方に設けられた第
１および第２の送風ファン１１，１２により、凝縮器６に外気Ａｏを通すことで、圧縮さ
れて高温になった冷媒の温度を低下させる。該凝縮器６を通って温められた排気Ａ１，Ａ
２は、それぞれ、第１送風ファン１１および第２送風ファン１２により第２チャンバ１０
の外に排気される。
【００１２】
つぎに、本発明の要部について説明する。
図１（ａ），（ｂ）に示すように、前記盤用クーラ１の背面には通気口２が設けられてい
る。該通気口２は、前記両送風ファン１１，１２および凝縮器６に対向する位置に設けら
れている。該通気口２には、空気の流れ方向を案内する横長の案内板が設けられている。
該案内板は、上から順に上案内板２０、中案内板２１および下案内板２２からなり、それ
ぞれ複数枚設けられている。
【００１３】
前記上案内板２０は、第１送風ファン１１からの排気Ａ１を案内するものであり、図２に
示すように、外方に向って斜め下方に傾斜している。該上案内板２０の外端部分には、略
水平に折曲された水平部２０ａが形成されている。該上案内板２０のうちの最も下方の上
案内板２０は、その水平部２０ａが他の上案内板２０の水平部２０ａよりも外方に向って
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突出していると共に、該水平部２０ａの先端には、下方に向って曲折された邪魔板部２０
ｂが連設されている。
【００１４】
前記中案内板２１は、前記凝縮器６を通して第２チャンバ１０への外気Ａｏの取り込みを
案内するものであり、外方に向って斜め下方に傾斜している。該中案内板２１の外端部分
は下方に向って曲折されている。
【００１５】
前記下案内板２２は、前記第２送風ファン１２からの排気Ａ２を案内するものであり、外
方に向って斜め下方に傾斜している。該下案内板２２の外端部分には、下方に向って曲折
された縦部２２ａが形成されている。
なお、前記各案内板２０，２１，２２における斜め下方に傾斜した部分は、雨などが第２
チャンバ１０内に侵入するのを防止する。
【００１６】
つぎに、前記各案内板２０，２１，２２によって案内される空気の流れについて説明する
。
図１（ｂ）に示す外気Ａｏは、送風ファン１１，１２による負圧により、凝縮器６を通り
、第２チャンバ１０内に送り込まれる。該外気Ａｏは、中案内板２１によって斜め下方か
ら上方に向って案内される。凝縮器６によって温められた排気Ａ１，Ａ２は、第１および
第２送風ファン１１，１２により、上案内板２０および下案内板２２に案内されて第２チ
ャンバ１０の外に排気される。
【００１７】
前記第１送風ファン１１によって排気される排気Ａ１は、上案内板２０の前記水平部２０
ａによって略水平方向に案内される。しかも、上案内板２０のうち、最も下方の上案内板
２０には、他の上案内板２０の水平部２０ａよりも外方に突出した水平部２０ａが設けら
れていると共に、該水平部２０ａの先端部に邪魔板部２０ｂが形成されている。したがっ
て、排気Ａ１は、水平部２０ａに案内されて略水平方向に排出され、下方の中案内板２１
の間から再び第２チャンバ１０内に導入される可能性が小さくなる。
一方、第２送風ファン１２によって排気される排気Ａ２は、下案内板２２の前記縦部２２
ａによって下方に案内される。したがって、排気Ａ２は、縦部２２ａに案内されて下方に
排出され、上方の中案内板２１の間から再び第２チャンバ１０内に導入される可能性が小
さくなる。
【００１８】
以上のとおり、図面を参照しながら好適な実施形態を説明したが、当業者であれば、本明
細書を見て、自明な範囲で種々の変更および修正を容易に想定するであろう。
たとえば、蒸発器、凝縮器および圧縮機の機器レイアウトは限定されない。
したがって、そのような変更および修正は、請求の範囲から定まる本発明の範囲内のもの
と解釈される。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）は本発明の一実施形態にかかる屋外盤用クーラの背面図、（ｂ）は同側面
断面図である。
【図２】同案内板を示す概略斜視図である。
【符号の説明】
１：屋外盤用クーラ
２：通気口
３：圧縮機
４：蒸発器
５：導管
６：凝縮器
８：筐体
９：第１チャンバ
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１０：第２チャンバ
１１：第１送風ファン
１２：第２送風ファン
２０：上案内板
２０ｂ：邪魔板部
２１：中案内板
２２：下案内板
２２ａ：縦部
Ａｏ：外気

【図１】 【図２】
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